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今
年
は
閏
（
う
る
う
）
年
で
す
。
普
段
の
年
よ

り
１
日
長
い
３
６
６
日
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
今

年
は
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が

開
催
さ
れ
る
年
で
も
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
39
年
に
第
18
回
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
東

京
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
14
日
間
20
競
技
１
６
３

種
目
が
行
わ
れ
、
日
本
は
金
メ
ダ
ル
16
個
と
大
活

躍
し
ま
し
た
。
開
会
式
の
10
月
10
日
は
、
後
に
国

民
の
祝
日
の
「
体
育
の
日
」
と
な
り
ま
す
（
平
成

12
年
か
ら
は
ハ
ッ
ピ
ー
マ
ン
デ
ー
制
度
に
よ
り
10

月
第
２
月
曜
日
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
）。

　
国
民
の
祝
日
は
年
間
に
16
日
あ
り
、
２
月
11
日

の
「
建
国
記
念
の
日
」
も
そ
の
一
つ
で
す
。

　
私
は
「
建
国
記
念
の
日
」
と
「
憲
法
記
念
日
」、

「
文
化
の
日
」
は
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
祝
日

だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
「
建
国
記
念
の

日
」
は
神
武
天
皇
が
即
位
し
た
日
を
日
本
の
建
国

さ
れ
た
日
と
し
て
祝
う
こ
と
、
か
つ
て
の
紀
元
節

が
基
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
祝
日
は
祝
日
法
で
日
付
を
決
め
ら
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、「
建
国
記
念
の
日
」
の
み
「
政

令
で
定
め
る
日
」
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
ち
な
み

に
、「
憲
法
記
念
日
」
は
日
本
国
憲
法
の
施
行
を

記
念
し
国
の
成
長
を
期
す
る
意
義
が
あ
り
、「
文

化
の
日
」
は
日
本
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
た
日
で
、

市
長
の
あ
ま
ね
く
つ
ぶ
や
き

自
由
と
平
和
を
愛
し
文
化
を
す
す
め
る
意
義
が

あ
る
そ
う
で
す
。

　
さ
ら
に
、
今
年
は
祝
日
が
１
日
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。
８
月
11
日
の
「
山
の
日
」
で
す
。
こ

の
祝
日
の
意
義
は
、「
山
に
親
し
む
機
会
を
得

て
山
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
」と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
の
５
月
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
や
９

月
の
シ
ル
バ
ー
ウ
ィ
ー
ク
の
よ
う
に
、
祝
日
の

並
び
方
に
よ
っ
て
大
型
連
休
に
な
る
事
も
し
ば

し
ば
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
な
ど
で
、
連
休
を
利

用
し
て
旅
行
な
ど
に
出
か
け
る
人
た
ち
や
家
族

団
ら
ん
を
楽
し
む
人
た
ち
、
ま
た
は
、
休
日
と

は
関
係
な
く
仕
事
を
す
る
人
た
ち
な
ど
を
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
す
る
映
像
が
印
象
的
で
す
。
子
ど
も

の
頃
は
、
夏
休
み
や
冬
休
み
の
間
に
来
る
連
休

が
と
て
も
楽
し
み
で
し
た
。

　
９
月
２
日
は
祝
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平

成
17
年
に
行
方
市
が
誕
生
し
た
日
で
す
。
祝
日

の
意
味
を
感
じ
な
が
ら
祝
日
を
過
ご
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。行

方
市
長
　
鈴
木
周
也

市政に対する意見や
提案をメールでお寄
せください。

市長へのＥメール
投稿用２次元コード

お小遣いが稼げる？怪しいサイトに注意！！
【事例】

　インターネットでお小遣いが稼げるというサイトを知り、会員登録をしたら「50 万円譲る」

というメールが届いた。「お金を受け取るには正会員になってほしい」と言われ、5,000 円を払い正会員になっ

た。さらに「文字化けを解除する必要がある」と言われ、解除手続きに２万円支払ったが、なかなか相手先

と連絡交換ができない上に、追加でさらに５万円を請求された。

【解説】
　知らない人から簡単な条件で大金がもらえるということはありえません。「お金を譲る」「話を聞くだけでお

金をあげる」といった相手とは絶対にメールのやりとりをしないようにしましょう。

　また、大金を受け取るはずが事例のように、逆に何かと理由を付けてお金を請求されることもあります。

後でだまされたと分かっても、お金を取り戻すのは容易なことではありません。安易に支払いをしないで、

おかしな請求や少しでも変だと感じることがあれば、家族や友人、消費生活センターに相談しましょう。

－　まずはお電話を！　－

【問い合わせ】行方市消費生活センター　　℡　０２９１- ３４- ６４４６

はい、こちら行方市消費生活センター！


